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　老人保健法医療受給者証を持っ

ており、医療費が一定額以上に

なった方には��������	

���を送付しています。

　この申請書を提出することで、

今後医療費が自己負担限度額を超

えた場合に高額医療費として受給

することができます。�����
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��（領収書は不要です）
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��������（平成１４年９月３０

日現在、既に７０歳以上であった

方）
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（身体障害者手帳１～３級及び４

級の一部、療育手帳（重度）の交

付を受けている方など）
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　１カ月分の領収書・印鑑・金融

機関（郵便局を除く）の通帳・健

康保険証・医療受給者証を持参し

手続きすることで、高額医療費を

受給することができます。

▼�������福祉課福祉係

（「ゆとろ」内・�23－3019）

　町では、すべての町民が生涯を

通して心身ともに健やかな生活を

送れるように「(仮称)当別町健康

づくり計画」を策定しています。

　現在委員会では、������
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����について情報を共有し意

見交換を行いながら行動計画づく

りを進めています。

▼��　８月１９日（木）　１８時（２

時間程度）

▼��　ゆとろ（西町）

▼��　栄養・食生活の具体策に

ついて
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�� �� ▼��　福祉課保健サービス係

（「ゆとろ」内・�２３－２３４６) 
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�健康保険証と印鑑
�身体障害者手帳
　または療育手帳

①身体障害者手帳1級・2級の方と、3級（心臓・腎臓・呼
吸器・ぼうこう・直腸・小腸または人免疫不全ウイルス
により免疫機能に障害がある）の方。

②療育手帳「Ａ」判定の方。
③精神科医から「重度知的障害者」と診断された方。
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�健康保険証と印鑑
�児童扶養手当証書ま
たは戸籍謄本

①父親がいない（行方不明等も含む）または父親が重度心
身障害者等の家庭の母親と児童。

②両親のいない児童。
③母親がいない（行方不明等も含む）または母親が重度心
身障害者等の家庭の父親と児童。（１０月１日から）

※対象者は20歳未満の児童と母または父。（18歳以上の児
童は在学証明書等が必要。）

※児童は入院と通院、母または父は入院のみ助成対象。
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※��ともに所得による制限があります。
　（�は、前夫、前妻からの「養育費」も所得金額に加算されます。）
※平成１６年１月１日の時点で当別町に住民登録がない方は「所得証明書」も必要。
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�母子家庭等医療費の対象範囲が

拡大され、��������とな
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ります。
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　市町村民税課税世帯の重度心身

障害者・ひとり親家庭等医療費受

給者の医療費自己負担額は、医療

費の原則１割負担となります。

（入院40,200円、入院外12,000円

の月額上限があります。）

　３歳未満児と市町村民税非課税世

帯の方は、従来どおり初診時一部

負担金のみの自己負担となります。
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　表のとおり

▼������　福祉課福祉係

（「ゆとろ」内・�23－3019）
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　現在お持ちの��������
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　引き続き「特定疾患医療受給者

証」が必要な方は、������

��������をしてください。

　なお、申請には臨時受付窓口を

設けますのでご利用ください。
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���　８月９日（月）・１０日（火）

９月９日（木）・１０日（金）

▼��　１０時～１２時・１３時～１６時

���　役場一階大会議室

�昨年と会場が異なりますのでご
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　現在使用されている�����
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新しい被保険者証は９月中旬に郵

送する予定ですが、窓口交付希望

の方、長期間不在のため郵送日の

変更を希望する方は８月３１日（火）

までに電話で申し込みください。

��������	
����

　家族の中で出稼ぎなどのため

「遠隔地用被保険者証」が必要な

方は役場窓口で申請してくださ

い。
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　４月以降に「学生用被保険者証」

の交付を受けている方は「旧学生

用被保険者証」と新しい「被保険

者証」を持参し窓口にお越しくだ

さい。

　また、新たに必要となった方

は、学生証など学生を証明できる

ものと新しい「被保険者証」を持

参し申請してください。
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　被保険者証は毎年更新しますの

で、有効期限は、平成１７年９月

３０日です。
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▼���　住民生活課国保年金係

(�２３－２４６７)
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　「広報とうべつ７月号」に掲載し

ました「知っていますか国民健康

保険税」の介護保険料について誤

りがありましたので、訂正し深く

お詫びします。

（誤）介護保険料　

平等割5,800円　均等割5,000円

（正）介護保険料　

平等割5,000円　均等割5,800円

注意ください。

�ご都合の悪い方は江別保健所と同

石狩支所で随時受け付けています。
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�有効期間更新申請書・臨時調査

　個人票

�世帯全員の住民票

�生計中心者などの所得税額を証

　明する書類

�健康保険証のコピー

�同意書（国が定めた疾患のみ）

▼���江別保健所（�011－

383－2111）

　口座振替をご利用になると、預

貯金口座から自動的に国民年金保

険料が引き落とされるので、毎

月、金融機関に納めに行く手間と

時間が省け、納め忘れの防止にも

なり安心です。毎月の保険料の振

替日は翌月末日です。
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　「通帳」・「通帳届出印」・「国民年

金保険料納付書」を持参し、ご利

用の金融機関または社会保険事務

所の窓口でお申し込みください。

お申し込みや引き落としに手数料

は一切かかりません。

※口座振替の開始は、お申し込み

の１～２カ月後となります。開始

月は、後日送付される「国民年金

保険料口座振替のお知らせ」（ハガ

キ）でご確認ください。
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　８月１１日（水）・２５日（水）
　1階国保年金係へお気軽に
　お越しください。
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��　札幌北社会保険事務所
��　８月２０日（金）
　　　１０時～１５時
��　商工会館（錦町）
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　児童手当の対象となるお子さん

がこれまでの��������か

ら��������	
����

��������に拡大されるこ

とが正式に決定しました。

　すでに、小学校１～３年生のお

子さんには学校を通じ�����
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�が、まだお手元に届いていない

方、保護者は単身赴任などで当別

町に居住しているがお子さんは当

別町以外に住んでいる方は福祉部

子育て担当までご連絡ください。

　また、����
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���にご協力

ください。

▼������　福祉部子育て担

当（「ゆとろ」内・� ２３－３０２４）


